
11
月
・
12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間

税
金
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

税
金
は
、
教
育
・
福
祉
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
、
道
路
・

水
路
や
公
共
施
設
の
維
持
管
理

な
ど
、
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り

に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
税
金
の
納
付
が
滞
っ
て
し

ま
う
と
こ
れ
ら
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
た
め
の
財
源
が

不
足
し
、
皆
さ
ん
の
生
活
に
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
い

ま
す
。

　

税
金
は
定
め
ら
れ
た
納
付
期

限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。
納
付
期
限
内
に
納
付
し
て

い
た
だ
い
た
人
と
の
公
平
性
を

保
ち
、
市
税
の
税
収
を
適
正
に

確
保
す
る
た
め
に
も
市
で
は
、

や
む
を
得
な
い
理
由
で
一
時
的

に
納
税
が
困
難
な
人
と
、
納
付

で
き
る
の
に
納
付
し
な
い
滞
納

者
と
を
見
極
め
、
法
律
の
規
定

に
基
づ
き
厳
格
な
滞
納
処
分
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。 滞

納
に
は
厳
格
に
対
応
～
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
も
活
用

 

税
金
の
納
付
が
遅
れ
る
と
…

◆
延
滞
金
や
督
促
手
数
料
を
加
算

　

納
付
期
限
を
過
ぎ
て
納
付
す
る

と
、
そ
の
遅
延
し
た
税
額
に
対
し
て

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

督
促
状
が
発
せ
ら
れ
る
と
督
促
手
数

料（
一
通
に
つ
き
１
０
０
円
）も
加
算

さ
れ
ま
す
。

　

延
滞
金
は
、
納
付
期
限
の
日
か
ら

納
め
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応

じ
、
年
14
・
６
％（
＊
納
期
限
後
１

カ
月
は
４
・
３
％
）の
割
合
で
す
。

 

税
金
を
納
め
ず
に
い
る
と
…

◆ 

差
し
押
さ
え
な
ど
の
強
制
処
分

　

納
付
期
限
ま
で
に
納
付
い
た
だ
け

な
い
場
合
は
、
督
促
状
を
送
付
し
ま

す
。
督
促
状
を
送
付
し
て
、
な
お
納

付
い
た
だ
け
な
い
場
合
は
催
告
書
や

電
話
な
ど
で
催
告（
納
税
の
お
願
い
）

を
行
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
納
付
い

た
だ
け
な
い
場
合
は
、
不
動
産
、

動
産
、
債
権
な
ど
を
差
し
押
さ
え

ま
す
。
差
し
押
え
は
、
個
人（
ま

た
は
法
人
）の
生
活
・
経
済
活
動

な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
た

い
へ
ん
厳
し
い
強
制
処
分
で
す
。

◆ 

公
売
な
ど
の
強
制
換
価
処
分

　

大
切
な
市
税
を
確
保
す
る
た
め

ストップ！

滞 納

問 

徴
収
対
策
課

☎ 

０
５
５（
９
４
８
）２
９
１
２

 

ま
ず
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

◆ 

納
税
相
談
に
応
じ
ま
す

　

納
期
限
内
で
の
納
付
が
困
難
な
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
徴
収
対
策

課（
伊
豆
長
岡
庁
舎
）へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
祝
日
を
除
く
、
月
曜
日
〜

金
曜
日
の
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
ま

で
に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

◆ 

口
座
振
替
を
利
用
で
き
ま
す

　

忙
し
く
て
納
付
に
行
く
時
間
の
な

い
人
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。
納
付
書
な
ど
の

裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関

と
市
役
所
で
手
続
き
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

タイヤロックによる
差し押さえ（車輪止め）

【 滞納処分の移項段階 】

に
や
む
を
得
ず
行
う
最
終
的
な
処

分
で
す
。
今
年
も
動
産
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
捜
索
に
よ
る
差

押
物
件
を
換
価
す
る
も
の
で
、
今

後
も
強
制
換
価
処
分
を
継
続
し
て

実
施
す
る
方
針
で
す
。

タイヤロックによる

税
務
署
が
出
張
説
明
し
ま
す

年
末
調
整
＆

青
色
決
算
説
明
会

　

平
成
24
年
分
の
年
末
調

整
・
青
色
決
算
な
ど
の
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き

　

11
月
20
日（
火
）

　

①
13 

時
30
分
〜
15
時
15
分

　

年
末
調
整
等
説
明
会

　
（
法
人
、
個
人
の
源
泉
徴
収
義
務
者
）

　

②
15
時
20
分
〜
16
時

　

青
色
決
算
等
説
明
会

　
（
個
人
の
青
色
申
告
者
）

と
こ
ろ

　

ア
ク
シ
ス
か
つ
ら
ぎ
多
目
的
ホ
ー
ル

持
ち
物

　

 

郵
送
さ
れ
た
年
末
調
整
関
係
の
書
類

＊ 

関
係
書
類
が
不
足
し
て
い
る
場
合
は
、

会
場
ま
た
は
税
務
署
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

問 

三
島
税
務
署

☎ 

０
５
５（
９
８
７
）６
７
１
１

　
　

自
動
音
声
案
内『
２
』を
選
択

　
　

↓ 

年
末
調
整
等
説
明
会
に
関
す
る

も
の
は
法
人
課
税
部
門

　
　

↓ 

青
色
決
算
等
説
明
会
に
関
す
る

も
の
は
個
人
課
税
部
門

※留意事項
・ この見直しは、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等（以下「新契約」）
から適用されます。
・ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等（以下「旧契約」）については、
従前の適用限度額がそのまま適用になります。
・ 新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合は、適用限度額が 2.8万円
【4万円】になります。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 市県民税にかかるもの　市役所課税課　☎ 055-948-2918
問 所得税にかかるもの　　三島税務署　　☎ 055-987-6711
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動音声案内「２」を選択

　今回の改正では、生命保険料控除の合計適
用限度額は変わりませんが、従来の一般生命
保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医
療保険料控除が新設され、それぞれの適用限
度額が変更になります。

生命保険料控除の内容が変わります。※【 　】内は所得税の扱い

平成25年度【平成24年分】からの

市県民税の生命保険料控除が見直されます
市・県民税
特別還付金の
請求について

平成12年から平成18年の間
に相続等に係る生命保険契
約等に基づく年金を受給し
ていた人へ

　相続や贈与などに係る生
命保険契約等に基づく年金
について、税務上の取り扱
いの変更により、保険金受
取人または相続人に対して、
平成12年分以降の各年分で
納めすぎになっている所得
税に相当する額を『特別還付
金』として支給する制度が始
まりました。
　これに伴い、市でも市民
税・県民税の納めすぎになっ
ている税額に相当する額を
『特別還付金』として支給し
ます。
受付期限

平成25年3月29日（金）

※ 税務署で所得税の『特別還
付金』の支給手続きをした
人も伊豆の国市長に対し
て別途申請が必要です。

問 課税課
☎ 055-948-2918
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